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○ たとえ息子等を名乗っても、「風邪を引いた」「携
帯電話の番号が変わった」といった電話は詐欺を
疑い、元々知っている番号にかけ直すなどして家
族に事実を確認するとともに、すぐ警察に通報し
てください。

４日午後１０時３０分頃、Ａさん（６５歳、女性）方に、Ａさんの息

子をかたる男から

風邪を引いて扁桃腺が腫れて、膿がたまっている

等と電話がかかったものです。

Ａさんは、相手の電話番号や声が息子と違うことから、振り込め詐欺

と看破し、返事だけしていたところ、相手が電話を切断しました。

振り込み等の要求はなく、被害は発生していません。


